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GISGISとはとは

• 現実世界をコンピュータ上でシミュレーション
することが可能

それをゲームにしたものがCimCity　　http://www.japan.ea.com/simcity4/　より引用

http://www.japan.ea.com/simcity4/
http://www.japan.ea.com/simcity4/


コミュニティ協働型まちづくりとGIS

• バリアフリー情報を地元のNPOなどがWebGISを利
用して配信サービス
　　　　藤沢e-Community
　　　　三重バリアフリーマップ
コミュニティGISとしてのかきこマップ
　　　　大和市
豊中コミュニティマップ(電子国土Webと連携）
浦安市　e-map
西宮市　道知る兵衛(地図案内サービス ）
富田林市　ｅ－絵図@とんだはやし



ふじさわ　電縁マップ

http://gis01.city.fujisawa.kanagawa.jp/Portal.do

街中散策

街中バリアフリー

街中観光

街中グルメ



かきこマップによる地域社会の情報共有
かきこマップによる地域情報の共有



http://e-ezu.city.tondabayashi.osaka.jp/index.asp



GISの本質と住民サービスの向上

• GISは民主主義のツール
• GISは縦割り組織から横断的な組織を必要と
する。

• GISは業務効率化に寄与する。
• GISは、住民参加型行政を実現させる。
• GISは、政策決定意志支援をサポートし、住
民サービスの向上に寄与する。

• GISは地元産業を活性化させる。



政策評価システムとしてのGISの
重要性

• 政策や公共事業の目的や地域別、受益対象
者別に詳細な住民満足調査を実施している
か。

• 客観的な住民満足度調査になっているか。
• 行政がいつでも満足調査を容易にできる環
境になっているか。または、行政が常に政策
立案プロセスでGISを使用しているか。（GIS
技術の習得の必要性）



アカウンタビリティ(　Accountability　説明責任　と　GIS

総合政策評価システムとしてのＧＩＳ

電子ガバナンスを支えるＧＩＳ　(住民ー政治家ー行政マン）

Accountability, the use of performance indicators and benchmarking are 
facilitated　by these reflexive capacities of icts. In particular, Geographic 
Information　Systems (giss) are promising applications in this respect.

Quality-of-life monitors and 

geographic　information systems

are some of the ‘marketing tools’

they apply.

Ignace Snellen(2002)：“Electronic governance: implications for citizens,politicians and public servants” IIAS. 
SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and NewDelhi), Vol. 68 (2002), 183–198; 024076

住民の行政満足度とＧＩＳ



インフラ会計の導入と維持管理計画における

　　　　　　　　　　　　　　　　　　アカウンタビリティとＧＩＳ

ＧＩＳ+

台帳管理からイ
ンフラ会計のデー
タベースへ

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/4/4-2-1.pdfより

http://www.jacic.or.jp/kenkyu/4/4-2-1.pdf


インフラ会計とGIS
http://www.ctie.co.jp/kokubunken/seminar/2/se2.htm　より引用」

•

　道路だけに関しても道路台帳、区間変更台帳、トンネル台帳、橋梁台
帳、横断歩道橋台帳、路面舗装の台帳と、様々な台帳がありますが、全
て対象の区間がばらばらである。

例えば、トンネル台帳に載っているトンネルが道路台帳のどこにつながっ
ているのかはわからない。海岸防災が一番ひどく台帳が全くない。台帳
がないということは、どこに何があるかも全くわからないということですか
ら、そもそもアセットマネジメントや、維持更新をする気もなかった。

例えば５年おきに調査をしてやらなければいけないというようなものでは
長続きしない。日頃出てくる、毎年の業務の中に出てくるデータでつくれ
るようなシステムをつくっていかなければいけない。

いずれにしても、予算の方をきちんと整理しなければいけない。今の予
算というのは、財務当局の都合でできた予算体系のため、１つの橋の建
設にいろいろな費目のお金がつき、決算はその予算ごとに戻ってくるわ
けですから、この橋は幾らだというのは絶対残らないということである。
予算、施設、インフラの体系を整備していく必要がある。

これらをＧＩＳシステムで体系立てていくことがこれからの課題である。

http://www.ctie.co.jp/kokubunken/seminar/2/se2.htm


行政評価の客観性

• 事業評価を客観的にするためには、
インフラ会計が必要

そのためには、GISによるインフラ会計の導入
が不可欠

単なる台帳管理システムとしてのGISからイン
フラ会計にも利用可能な施設管理GISへ

アカウンタビリティの質をたかめ　住民サー
ビスの向上に寄与する。



国土づくりの大きな転換とGIS
• 少子高齢化社会における国土計画
　　　　　国土開発から国土形成へ

国土形成計画法の交付(H17）

http://www.kokudokeikaku.go.jp/plan/conversion.htmlより引用

http://www.kokudokeikaku.go.jp/plan/conversion.html


現在、国土形成計画は以下のような視点から検討が進められている。

http://www.kokudokeikaku.go.jp/plan/schedule.html　より引用

インターネットでつくる国土計画（国土計画局）

そのために新しいITフレームが必要

　NSDIとWebGIS、　　電子政府と電子国土

http://www.kokudokeikaku.go.jp/plan/schedule.html


ＧＩＳによる住民参加型調査

• 国土計画や土地利用計画を住民主体にする
ためには、従来の調査のあり方を検討し、住
民が参加可能なようなWebGISを利用した調
査手法を考える。

• 専門家による国土形成計画だけでなく、住民
による身近な調査から土地利用、集落問題な
ども立案する必要性

住民サービスの向上とWebGISによる住民参加型調査



GISによる住民参加型調査は、住民を主人公とした地域運営の第一歩

時間

問題解決
サイクル

空間

分野

調査

分析

合意

行動

イノシシ
被害

私一人では、こんな調査はできなかった！

自分で調べると
何かしたくなるね。人のネットワークの力で

分野・地域・時間を横断

現場や身近な地域、
人々の経験と直結

自分で調べた実感
が人を動かす

調査段階から参加
しておけば、合意・
行動にすぐ移れる。

あとは、みんなで調べた
情報をわかりやすく共有
する仕組みがあれば、、、

総合学習で
今度は、他の生物
も調べてみよう。

やっぱり周辺の耕作
放棄地が問題でしょ。

昔の人の知恵も捨てた
もんじゃないよ。

餅は餅屋。現場の人間に聞かなきゃ。

いろいろなつながりが見えてくると、解決の糸口も

藤山浩氏（島根県中山間地域研究センター）スライド引用
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持続可能性を設計・運営する「神経系インフラ」＝GIS

藤山浩氏（島根県中山間地域研究センター）スライド引用



　電子政府・電子国土と21世紀GIS

ＧＩＳは、21世紀の人間にいったいどのような恩恵をあたえるのか？

ＧＩＳを活用した効率的で質の高い行政サービスとは何か。

電子政府と電子国土の重要性

　　2種類の社会基盤整備（公共事業の質的変化）

　　　現実社会の社会基盤（道路、公共建物、河川構造物・・・）　　　現実国土

　　　サイバー社会の社会基盤（電子道路、電子公共建物・・・）　　　電子国土

国土空間データ基盤

電子国土
社会基盤

実国土

直接・間接位置参照点

電子政府（電子申請,電子調達・・・）　

基準点



2．地理空間情報活用推進基本法
• 2007年5月23日　法案可決・成立
• 2007年5月30日　公布（法律番号６３）

法公布後3ヶ月以内に施行（8月29日）
　　地理空間情報の位置を定めるための基準となる位置情報　
　　
　　を定める国土交通省令（法第2条第3項）:施行日と同日

　　基盤地図情報の整備に係る技術基準を定める国土交通大　
　
　　臣告示（法第16条第１項）:施行日と同日地理空間情報活用推進基本計画の策定

　　　基本計画のパブリックコメント　　　10月ごろ

　　　関係閣僚会議での了承　　　　　　　11月ごろ

　　　閣議決定　　　　　　　　　　　　　　　11月ごろ



地理空間情報活用推進基本法
推進体制の整備

• 関係閣僚会議の設置（２００７年９月頃）
　　関係閣僚会議の下に局長級の幹事会を設置

• 現在の測位･地理情報システム等推進会議
を発展的に移行

• 産官学からなる協議会の設置：９月頃



地理空間情報活用推進基本法の重要性

愛称は　NSDI法
　（National　Spatial　Data　Infrastructure;国土空間データ基盤法）

この法律は、NSDIをいかに恒常的に国家として整備し、更新し、
そして国民の豊かな生活と安心・安全な生活を実現するために
活用するかという21世紀の国家の社会基盤整備の基本を示し
たものである。

国土空間データ基盤とは、骨格的なGISデータだけでなく、GIS
データの整備やGISサービスの提供を推進する組織、人材、教
育、技術を含む広義の社会情報基盤であることを理解すること
が重要



米国の電子政府と国土空間データ基盤整備

IT産業.GIS産業の育成

1993 ２０００１９９４ １９９８

情報技術に
よる行政改
革(電子政
府）１９９３

情報公開法１９９８

情報セキュリティ政策1998

電子政府プログラム1997

国土情報基盤
（NII）１９９３

デジタル地域社会政策
１９９８デジタル地球1998

NSDI大統領令１９９４

インターネットの普及



米国におけるNSDIとGISの進化

1980

商業GIS
ソフト登
場

　　　1990

GISはツール
か科学か？

GISystem GIScience,　GIsociety,

1994

米国

NSDI政策

1998

米国デジタ
ルアース
構想

GISは,行政業務効率化/空間分析/意思決定支援システム

GISは社会情報基盤

GISは、世界/地球の情報
プラットフォーム

2007

地理空間
情報活用
推進基本
法(日本）



GIS関係省庁連絡会議の取組みの経緯

平成 7年 9月　　 「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」設
置

平成 8年12月　　「国土空間データ基盤の整備及びGISの普及の促
　　　

　　　　　　　　　　　進に関する長期計画」決定　

　　　　　　　　　　　　1996～1998年の基盤形成期,
　　　　　　　　　　　　1999～2001年の推進期，
　　　　　　　　　　　　2002～2005年の発展期）　
　　　　　　　　　 　
平成11年 3月　 　「国土空間データ基盤標準及び整備計画」決定
　　　　　　　　　　　
平成12年10月 「今後の地理情報システム（GIS）の整備・普及施
　　　

　　　　　　　　　　　策の展開について」申し合わせ



基本空間データ

統計･台帳デー
タなど

デジタル画像

航空写真・衛星写
真など

空間データ基盤

基盤的な地図データ・位置参
照情報など

国土空間データ基盤

空間データ

平成11年 3月　 　「国土空間データ基盤標準の内容
NSDIの内
容はデータ
が中心



平成17年 9月　 「測位・地理情報システム等推進会議」の設
　
　　　　　　　　　　置に伴い、
　　　 「地理情報システム（GIS）関係省庁連絡会議」を廃止

平成１９年３月　 「測位・地理情報システム等推進会議」 　
　　　「GISアクションプログラム2010　–高度な地理空間情
報
　　　　活用社会を目指してー」を策定

平成１９年５月　　「地理空間情報活用推進基本法」制定



地理空間情報活用推進基本法地理空間情報活用推進基本法の基本理念の基本理念

　　基盤地図情報、統計情報、測量に係る画像情報等の地理空間情報は　　　　　　　　　
　　　　　　　　　国民生活の向上及び国民経済の健全な発展を図るための不可欠な基

盤

1. 地理空間情報（空間上の位置を示す情報（当該情報の時点情報
を含む）等）の整備・提供、地理情報システムや衛星測位の利用
推進、人材育成、関係機関の連携強化等による総合的・体系的
な施策の実施。

　　　（国土空間データ基盤（ＮＳＤＩ：National Spatial Data Infrastructure）の形成）

2. 地理空間情報の活用の推進に関する施策が相乗効果を発揮す
るよう、関係施策を実施。

3. 信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環
境の確保。

4. 効果的・効率的な公共施設の管理、防災対策の推進及び国土
の利用・整備・保全、国民の生命・身体・財産の保護。

5. 行政運営の効率化・高度化。
6. 多様なサービスの提供。
7. 多様な事業の創出と発展及び環境との調和。
8. 民間事業者の技術提案及び創意工夫の活用。
9. 個人の権利利益侵害、国の安全の確保への配慮。

「地理空間情報」とは
　空間上の特定の位置を示す情報（当
該情報に係る時点に関する情報を含む）
とこれに関連付けられた情報。
　水域や空域においても特定の位置を
示す情報とこれに関連付けられた情報
は地理空間情報である。

「基盤地図情報」とは
　電子地図上における地理空間情報の
位置を定めるための基準となる情報で
電子化されたもの。
　道路や鉄道のように場所の目印となり、
または三角点のように地図作成の基準
となる。

「地理情報システム」とは
　地理空間情報を電子地図上で一体的
に処理する情報システム。
　大量の地理空間情報の場合や他の情
報との複雑な照合が必要な場合であっ
ても、分析結果を視覚的に表現すること
により、迅速かつ的確な判断等が可能と
なる。

（国土交通省資料引用）



　統計情報

統計･台帳
データなど

デジタル画
像
オルソ化され
た航空画像･
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基盤地図情報

基盤的な地図データ・
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次世代GIS/GPS技術

地理空間情報

平成１９年５月　　「地理空間情報活用推進基本法制定

NSDIとし
て基盤デー
タだけでな
く。人材、
教育、組
織、サービ
ス、技術を
明示



http://www.pref.osaka.jp/doboku/23cals_ec/cals_g/wg.pdf





http://wwwsoc.nii.ac.jp/gisa/giscd/index.html

GIS技術資格制度



地理空間情報活用推進基本法

• 一、基本理念
　　地理空間情報（空間上の位置を示す情報等をいう。）の活
用の推進に関する施策に関し、総合的かつ体系的な施策の
実施、信頼性の高い衛星測位（人工衛星の信号を用いてす
る位置の決定等に関する情報の取　得をいう。）によるサービ
スを安定的に享受できる環境の確保、防災対策の推進、行
政運営の効率化・高度化、国民の利便性の向上、多様な事
業の創出、民間事業者による技術提案・創意工夫の活用、個
人の権利利益・国の安全への配慮等の基本理念を定める。

• 二、国及び地方公共団体の責務等
　　国及び地方公共団体の責務等について定める。

• 三、地理空間情報活用推進基本計画等



• 四、基本的施策

　１　地理空間情報の活用の推進に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調
査・研究、知識の普及、人材の育成、行政における地理空間情報の活用、個人
情報の保護等に係る施策について定める。

　２　地理情報システム（電子地図上で地理空間情報を一体的に処理する情報シス
テムをいう。）に係る施策について、基盤地図情報（電子地図上の地理空間情報
の位置を定めるための基準となる位置情報をいう。）の整備、地図関連業務にお
ける基盤地図情報の相互活用、国が保有する基盤地図情報の原則無償提供等
に関する規定を設ける。

　３　衛星測位に係る施策について、地球全体にわたる衛星測位に関するシステム
の運営主体との連絡調整、衛星測位に係る研究開発並びに技術及び利用可能
性に関する実証、その成果を踏まえた衛星測位の利用促進等に関する規定を
設ける。

地理空間情報活用推進基本法



GISアクションプログラム概要版より引用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2007/0320/03.htm

地方自治体では、基盤地図情報整備に関する部署が必要



http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2007/0320/05.htm
GISアクションプログラム2010　概要より引用

ワンストップサービスは、電子国土Webで実施される。　

地方自治体は、庁内人材の電子国土Webの利活用に関する技術講習なども必要



http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2007/0320/06.htm　より
GISアクションプログラム2010　概要より引用

都市再生街区基本調査の成果（基準点、地籍調査素図）が国から移管されたときに地
方自治体などでこれらの情報を管理更新する体制を作る必要がある。基盤地図情報
整備と関連した部署か同一部署　　　地籍と基盤地図情報を連携させた体制が必要

http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/2007/0320/06.htm


資本主義社会の３つの要件

①すべての財と労働力を商品とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品経済社会、

②生産のための建物・機械・土地などを私有財産とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私有財産制度

③利潤を追求する経済活動は自由であるという

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　競争市場

地理空間情報活用推進基本法(NSDI法）で重要なことは、21世紀
のIT社会における私有財産制度のIT化の基本を示していること。　
　　　　　　　

　　　GISはそれを実現する技術であり、管理技術でもある。



不動産登記法の改正(平成17年3月）

• 不動産登記におけるオンライン申請の導入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(e-Japan構想）
　①登記原因証書及び申請書副本の廃止と登記原因証明情報の
　　

　　　提供の新設

　②登記済証（権利証）制度の廃止と登記識別情報の導入

　③保証書の廃止と事前通知制度及び資格者による本人確認情
報制度の新設

改正に伴う表示に関する登記での大きな変更点は何か。



登記事務のうち，不動産登記，商業法人登記等の甲号事務（登
記申請等事件処理），地図整備関係事務及び筆界特定事務は，
いずれも資本主義経済の基礎をなす私有財産制を支える重要な
インフラであり，しかも，私人の権利義務の存否・消長に多大な
影響を与える権力的なものであって，厳正・公平・中立に，全国
統一的に行うことが必要な事務であるから，国が自ら主体となっ
て直接実施する必要がある。　

不動産登記は，国民の最も基本的かつ重要な財産である不動産
について，その物理的現況と権利関係を明確にして取引の安全を
図る制度であり，また，商業法人登記は，権利義務の主体となる会
社・法人を創設し，その組織と業務内容を明らかにして，経済秩序
を維持するものである。このように，登記は，不動産や法人を法的
に管理し，取引や経済活動の基盤を形成し，金融や不動産取引の
円滑な運営を支えるとともに，徴税や各種の国家政策の基盤となっ
ているものであり，その管理及び運営は，国が自ら行う必要がある。

　(法務省ホームページより引用）
　　　　　　　　youkaku.go.jp/genryoukourituka/dai8/siryou1_1.pdf　より



分筆の登記では、分筆後の土地のすべてについて地積の求積
方法、筆界点間の距離及び筆界点の座標値を明らかにすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（規則第77条、準則第72条）

座標値は、基本三角点等による測量の成果に基づく筆界点の座標値（近
傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量が
できない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく
測量の成果による筆界点の座標値）を記載すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（規則第77条第1項7号）

つまり、地積測量図の作成にあたっては、原則として、基本三角
点等に基づく測量の成果による筆界点測量が必要。

①電子政府時代の地積測量図の管理にGISを使用するためには、測地系座標値が必要

②基本三角点(基準点）を位置参照点として地積測量図(筆界）と他の測量図(例えば官民
　　　

　境界：道路）の重ね合わせがGISで可能

③地積測量図の品質評価もGISでチェックが可能になる。

④電子申請される地積測量図から地図つまり筆界(国土空間データ基盤)の整備と更新が
能 なる



現在，登記所に備え付けられた図面のうち，土地の位置及び境界を特定するこ
とができる地図（不動産登記法第１４条第１項所定の地図。以下「登記所備付地
図」という。）は，５６％にすぎず，国土の約５割近くは，明治初期の地租改正の
際に作成された旧土地台帳付属地図等によっており，とりわけ都市部における
登記所備付地図の整備状況は２割を下回っており，登記所備付地図の整備が
著しく遅延している状況にある。このため，都市再開発等において，境界確認や
測量に膨大な時間を要する等，地図整備の遅延が都市再生施策の推進を阻害
する大きな要因となっている。
　このような状況を踏まえ，平成１５年６月に，内閣に設けられた都市再生本部
において，「国において，全国の都市部における登記所備付地図の整備事業を
強力に推進する」旨の方針が打ち出され，同方針に基づき，法務省と国土交通
省が連携して，各種の地図整備事業を推進することとされた。
　法務局においては，平成１６年度から，
　　①法務局自らが行う登記所備付地図作成作業，
　　②ＤＩＤ地域における地籍調査事業への積極的関与，
　　③基礎的調査及び地籍調査素図の整備への協力等の事業を実施している

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務省　H18　４／７
　

都市再生施策(都市再生街区基本調査）からIT国家の国土空間
データ基盤整備施策(地理空間情報活用推進基本法）へ



都市再生街区基本調査の重要性

• 街区基準点の整備
• 街区基準点と街区点を使用したGISによ
る公図と街区の位置合わせ

• 地籍調査素図の作成

DIDにおける基準点の整備

不動産登記法改正で必要な登記測量の三角点整備(基準点整備）

地積測量図から14条地図作成へ、地積測量図からNSDIである
筆界の整備



都市再生街区基本調査の考え方は、ＧＩＳモデ
ル実証実験の成果とＧＩＳ大縮尺空間データ官
民共有化推進協議会の活動がその根底にある

1/500レベルのベクトル地図整備

民間の既存地図の有効利用

（道路台帳付図から作成された大阪ガスのベクトル地図

品質評価が必要

更新の仕組みが必要　
豊中高槻方式



更新作業効率をあげるには

定常的にデータ更新を扱う体制があるほうが効率的
定常的なライン作業としての更新作業

前後作業がスムーズ

規模のメリット

納品ルールの確立
共通地物項目と整合性のある測量レイヤ構成

図式ルールづくり

位置参照点活用

大阪ガス:山内氏スライドを一部加工しています。CADデータを測量CADデータに

第４回総会(平成16年）大阪府 GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議会山内氏スライド引用

今回の実証実験で、CADベースの地図、測量CADデータから
GISデータメンテナンスを効率的に行う方法が実証され、運営
主体による更新体制が整備されれば効率的な随時更新が可能



更新における課題

測量CADデータの内容をもとに現地確認を行ったところ、工事中の箇所があった。
当該箇所の測量データに記載されている地形については、設計段階の地形
が使用されている可能性がある。
官民共有地図として取り込む対象としては、確定測量を実施した地形データで
ないと、地図データと現況に座標差、地物の有無等の不具合が生じる可能性
がある。測量データに現況・設計等がわかるフラグ情報等があれば精度・作
業効率が向上する。

確定測量の実施

第４回総会(平成16年）大阪府GIS大縮尺空間データ官民共有化推進協議会山内氏スライド引用

大阪ガス:山内氏スライドを一部
加工しています。

CADデータを測量CADデータに

GISデータへの加工
測量CADデータをGISデータへ加工する際、「大阪府GIS大縮尺空間データ地物
要件定義」に従って行った。道路、歩道、側溝等の線状地物は容易に取り
込めたが、人工斜面等の補助線、被覆など、地物の表現に関するデータ加
工に時間を要した。大縮尺の図式を再検討する必要があると思われる。



基盤地図情報整備と地籍図・登記地図の関係

道路

基準点河川

筆界

①デジタル化された地籍図・登記地図を元データとして、基盤
地図情報を整備する
　※登記地図は平成22年度までにデジタル化予定

　※②地籍調査等の作業工程上で、基盤地図情報の基準点、
道路縁（街区の形）のデータを活用

基盤地図情報

地籍図・登記地図

道路

基準点
河川

筆界

基盤地図情報があると、地籍調査の、
○資料収集作業が効率化
○基準点の情報は地籍図の
　測量に役立つ
○道路縁（街区の形）の情報等
　を地籍図作成工程で活用

地籍図・登記地図があると、基盤
地図情報整備に当たり、
○精度の高い地籍・登記地図の
　活用により、基盤地図情報の
　精度を高める

③地籍図・登記地図と整合した基盤地図情報
を利用して都市計画図などの各分野の地図を
作成することにより、各分野の地図と地籍図・
登記地図の情報がずれなく重なる。

基盤地図情報

都市計画図 地籍図・登記地図

基盤地図情報を
もちいて作成

都市計画図と地籍図・登記地図の重ね合わせ

共通の基盤地図情報に整合して
作成されているのでずれなく重なる

本法案では、地籍調査、不動産登記を含め、各行政分野での基盤地図情

報の共用を進めるため、都市計画、公共施設の管理、 、地籍調査

不動産登記など、地図の利用が必要な行政の各分野において、
既存の基盤地図情報の相互活用にることを規定（第17条）。

地籍図を元に
基盤地図情報
を整備するな
どにより整合

国土交通省スライド引用



都市部における公図と現況のずれをインターネットで公開（本年１１月より順次公表）

都市部の公図の６割に大きなずれ　　　　
（都市再生街区基本調査の暫定集計値）

国土交通省スライド引用



国土調査課資料より引用

都市再生街区基本調査により完了　　　　　
（人口集中地区）

基準点網を設置

○国直轄による都市再生街区基本調査　　
（土地活用促進調査）

○市町村が行う地籍調査　　　　　　　　　　　
（官民境界等先行調査）

並行して境界に関する情報の収集を市町村
が行う場合、基準点網の維持・管理費用が負
担金の対象に（図根点先行設置調査）

行政が主体となり面的・集
中的に官民境界を調査

基準点網を維持・管理

住民等に対し官民境界の座標を提供

申請者主義の問題が解決
　　　＝住民からの評価

調査成果の現地
復元に必須

整合のとれた
情報を整備

民間等による民民境界の測量成果が蓄積

情報蓄積が進
むことで更なる
活用が可能に



①　都市再生街区基本調査（土地活用促進調査）・・・国直轄調査

【バックデータを記載した詳細図（イメージ）】

【市区町の推定線のみ表示した成果図（イメージ）】

ベースとなる既
存の道路台帳・
管理図等

公共事業確定
測量図

２項道路位置図

公図・地積測量図

土地登記簿（主に
登記面積を使用）

座標付与
及び確認 面積確認

（提供いただく情報等）
（二通りの表現の電子データ及び紙資料が成果）

（※１）ベースとなる資料の加工は成果を適切に表示す
るために必要な範囲で実施。

成果①

成果②

（※２）各データは必要な部分を抜き出せる状態で格納。

官民境界確認図

その他保管図面

市区町から提供頂く資料

登記所から国の調査関係者が
収集する資料

国土調査課資料より引用



②　官民境界等先行調査・・・地籍調査費負担金により市町村が実施

国土調査課資料より引用
【官民境界の調査図】【公図】

官民境界を
対象として
立会い調査

○　市町村が行う土地の境界の調査。

○　調査に係る費用の５０％を国、２５％を都道府県
が負担し、市町村の負担は２５％。　（住民負担は
なし。）

○　市町村負担分の８０％に対して特別交付税が交
付されるため、市町村の実質負担は事業費の５％。
　　　　　　　　　　　　

　地籍調査とは？

国土調査課資料より引用



③　図根点先行設置調査・・・地籍調査費負担金により市町村が実施

○基準点網の整備

　　・都市再生街区基本調査で実施済

　　・地域の特性に応じて更に高密度に
基準点を設置することも可能

○情報蓄積のためのコンピュータソフト
の導入

○基準点の維持・管理

○一筆地に関する情報の蓄積

必要十分な機能をもつパソコン
ソフトを国から無償で提供

必要な費用を地籍調査
費負担金で補助 一筆地の情報を蓄積した先進事例

国土調査課資料より引用



・従来はバラバラに管理・利用
・基準点も異なり、重ね合わせ
たくても、重ならない

基準点網を適切に維持・管理

民間での分筆に
伴う地積測量図

公共事業や道路管理業務の
中で作成される様々な地図

占用事業者の作成
する管理用地図

同一の基準点網を用いた測量成果が蓄積

同一基準点網での測量成果の蓄積により、これらの情報を
一枚に重ね合わせ、多面的に利用することが可能に

国土調査課資料より引用



共通の基準点網を利用した測量成果の蓄積による効果

○法務局に提出される地積測量図な
どにより、時とともに民民境界のデー
タが蓄積していく。

○同一基準点網を利用することで、こ
れらのデータを官民境界データと重
ね合わせることが可能となり、境界
に関し多くの情報を得ることができ
る。

【東京都葛飾区の取組例】

○境界に関する情報に加えて、作成
主体の異なる様々な地図情報（地
形図、道路現況図、道路地下埋設
物図など）を重ね合わせ、活用す
ることが可能となる。

○ＧＩＳの導入により、行政サービス
の向上、経費節減が可能となる。

国土調査課資料より引用



住民サービス向上に必要なジオコーディングデータ
（住所地番データベース）

ＧＩＳは、位置情報で管理可能なデータベース管理システム
であり、かつ意思決定を支援する分析システムでもある。。

http://www.gis.com/whatisgis/whatisgis.pdfより

台帳（住所･地番情報あり）電子地図･画像

結
合

住所･地番で結合

（xｙ座標付）

http://www.gis.com/whatisgis/whatisgis.pdf
http://www.gis.com/whatisgis/whatisgis.pdf


地番に対応した位置参照点整備（地籍情報）

地番図と地番の代表点





基盤地図情報が満たすべき基準

• 次のいずれかの測量の成果であること。
• 　◆ 基本測量（測量法第４条）
• 　◆ 公共測量（測量法第５条）及び公共測量として指定された測量（測
量法第４７条）
– →国土地理院の長が充分な精度を有すると認めたものに限る。（測量法第
４１条第２項）

• 　◆ 水路測量（水路業務法第９条第１項に規定する政令で定める測量
の基準による）

• 次の精度を有する測量の成果であること。
• 　◆ 平面位置の誤差

– ○都市計画区域内・・・２．５メートル以内
– ○都市計画区域外・・・２５メートル以内

• 　◆ 高さの誤差
– ○都市計画区域内・・・１．０メートル以内
– ○都市計画区域外・・・５．０メートル以内

GISデータは、地物ベースであるため、地物により2.5mよ
り精度がいいものは、多いので注意すること。

紙地図と電子地
図の違い





基盤地図情報整備の考え方

短期的な目標として（2500分の1レベルの最低精度は維持した基盤地図情報の整
備　(DMなどを地方自治体から集め、シームレスにする。地方自治体と国との連携
組織体制の確立　インターネット無償提供(個人情報保護の制約のもとに配信サービ
スの実現）



中長期的には、地籍調査による官民
境界線と道路区域界の統一化が必要



地方自治体における地理空間情報活用に関する基本計画作成　　　　

　　
国土空間データ基盤は、データ、サービス、組織、人材･教育をすべて含むものであることに留
意すべきである。つまり、これらを踏まえて基本計画を策定する必要がある。

（データ）

１、基盤地図データ作成･更新　→　原則、電子申請される測量データを利用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法務局･地方自治体・国土地理院との連携

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基準点の管理　測量･土地家屋調査士関連団体との連携

２、基本空間データ作成･更新　→　統計・台帳データ処理の効率をGISで如何にあげる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　統計処理のあり方の検討　

3、オルソ画像データ作成･更新　→　砂防、農地関係のオルソ画像の部署間共有化・・・

（サービス）

　　住民サービス向上のためのGISサービスのあり方、行政評価、計画業務の効率化

（組織）

　　行政内の基盤データ作成･更新(NSDI部、電子国土部、地理空間情報部:GIS部）　

　　ITサービス統括部（情報管理部）　NPO、民間企業との連携組織、大学との連携・・・・

(人材）



２、地方自治体におけるＧＩＳの運用
• 基盤地図情報の整備･更新が地理空間情報活用推進
基本法のもとに地方自治体業務として位置づけられた
こと　　基本計画策定が義務つけられる。（地理空間情
報部(GIS部）や基盤地図情報部などが必要）

• 地方自治体の財政、公共サービス全体の基盤としての
基盤地図情報とGISによる運用が必要
　　　　　　　　　→地方自治体でのGIS研修が必要

• より進化した統合型GISの必要性
　　　　公会計システムともリンクした地方財政整備



地理空間情報社会を支える基盤の確立
－平成１９年度予算概算要求（国土地理院関連分）について 2006年8月30日国土地理院
より引用

http://www.gsi.go.jp/GSI/IMPORT/19/img/2-1.pdf　より引用

http://www.gsi.go.jp/GSI/IMPORT/19/img/2-1.pdf


国は、地理空間情報活用推進基本法のもとに省庁連
携によるNSDI整備･更新（或いは電子国土整備）体制

の組織化が必要。

• 地方自治体は、ＩＴ時代の国土の基盤(NSDI、電子
国土）を整備･更新する社会的使命を義務付けてい
るのが、地理空間情報活用推進基本法であることを
理解する必要がある。

• そのためには、街区基本調査等で整備される基準
点や地籍調査素図,GIS関連データが国からの移管
された後、NSDI部・GIS部・電子国土部（仮称）など
を設置して、基盤地図情報を恒常的に整備し、更新
する業務体制の整備が必要になる。（基盤地図作
成業務（短期目標と中期目標）



米国におけるGISの行政組織　　

米国のすべての州が参加するNational States Geographic Information 
Council (NSGIC) 　　　　　すべての州のGIS会議の連携組織

すべての州政府にGIS
会議がある。

　各種政府のGIS会議
では、州政府のGISコー
ディネーターなどが、地
方自治体、企業、大学
からなる多様なコミュニ
ティを統括し、GIS行政
を実施している。

FGDC　連邦政府の地理データ委員会

USGS(米国地質調査所:日本
の国土地理院よりも規模が大
きい）

NASA･･･連邦政府各省庁



カリフォルニア州のGIS会議
California's GIS Council 

州政府の

GISデータ整
備

基本計画策
定

利活用推進

などの計画
策定機関



国レベルのGIS会議(仮）　連邦政府のGIS委員会(FGDC）

カリフォルニア州GIS　Council　GIS会議

地域ＧＩＳ　Council　　地域GIS会議

府県レベルのGIS会議　(仮）

市町村のGIS会議(仮）　

カリフォルニア州政府の下には、地
域レベルの多数のGIS組織がある。
　

　名称は以下のように多様

　　　GIS会議　GISデータ委員会

　　　GISユーザーグループ

　　　土地情報ネットワーク

　　　GIS連携協会・・・



地域の自治体、住民、大學、企業が連携して地理空
間情報を活用する協会を設立
　（米国カリフォルニア州の例　設立は1994年）
CGIA（カリフォルニア地理情報協会　California 
Geographic Information Association (CGIA) ）

ボードメンバー

　連邦政府

　州政府

　郡政府

　市町村

　大學・学校

　NPO

　一般企業

　公益企業など

会員

　一般（40ドル／年

　学生（20ドル/年）

　支援会員（200ドル/年）



地方自治体のGISデータセンター
• 地方自治体のGIS行政は、GIS計画機関とGISデータセン
ター・データライブラリー・データ技術センターなどからなる。

• GISデータセンター等は、地域の大学のGISセンターと連携
している場合も多い。

• 米国では、州レベル、郡レベル、市町村レベルと多様である。
• 大學とインターンシップ制をとっている場合も多い。
• 　　　　　　　　　　　　　

岐阜県ふるさと地理情報センター



すべての自治体職員は、GISを使いこなして、
地理空間情報を利活用しなければならない

　初等/中等教員の社会科･理科、地理歴史科、
地学などの教員は、GISを使いこなさなけれ
ばならない

GISに関する資格制度が発足

大学教育でのGIS人材育成

米国では、地方自治体、企業、大學の間で多様なイン
ターン制度を実施



　２、地方自治体におけるGIS人材育成

ＧＩＳアクションプログラム2010　の理解が必要

　　http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/gis/

地理空間情報活用推進基本法の理解が必要

GISの知識と技能研修が必要
　　　　　　　　管理から政策決定支援システムとして使いこなせる人材

　　　　　　　　　（地方自治体職員へのキャリア教育としてのGIS上級技術者制度）

　　　　　　　　大學･民間企業との連携による地方自治体の職員･教員のGIS教育研修　

産官学連携による人材育成とGISセンター構想（地域情報センター）

　　　初等中等教育との連携（GISによる地域・環境･安全教育推進・教育委員会と
　　　

　　　　　の連携）　



http://wwwsoc.nii.ac.jp/gisa/giscd/index.html

GIS技術資格制度



GISP認定の手順
一次申請

一次審査

二次審査

電子メール又はCD-ROMなどの電子媒体に
よる申請。申請書は所定の書式に記入。裏付
け資料は判読可能な画像にする。

ポイント数の審査
技術資格局内に設ける幹事会が実施

申請内容の審査
GIS技術資格認定局に設ける審査委員会の審査委員も
しくは、資格保持者または同等の能力を持つ者（2名以
上）が審査を実施。
審査委員会の報告を受け、副局長が局長に具申の上、
局長が決定。

不合格

不合格

合格

合格

認定局スライド引用



認定に必要なポイントはどうやって獲得するのか？
　

　　GISに関する講義やワークショップの受講

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育達成度ポイント30点）

　　GISを使った実務経験の年数（経験達成度ポイント50点）

　　GISに関する執筆や学会参加（貢献達成度ポイント8点）

　　残りの62点は、3種類の分野のどれで計算しても良い・

　　　　　　　　　　5年間の合計が150点必要

実務経験を重視した書類審査による認定制度
GIS学会ホームページより



既得権申請
　　2012年末までは、経験達成度（GISに関する実務経験）
に基づく既得権申請によりGIS専門技術者認定をうけるこ
とが可能です。この期日以降は教育達成度、経験達成度
及び貢献達成度ポイントの合計により申請を行う必要があ
ります。(200点以上必要）

既得権の申請は，以下のいずれかの経験を有する者に認められる。

･･ GIS 分野におけるデータ分析，システム設計，プログラミングま　
　
　　たは同種の業務に8 年間以上従事した。
･･ GIS 分野におけるデータ編集や教育活動または同種の業務に　
　　13 年4 ヶ月（160 ヶ月）以上従事した。
･･ GIS ユーザーとして20 年間の実績をもつ。

GIS学会ホームページより



ＧＩＳ上級技術者
• 地方自治体のGIO（地理情報統括官)
• GISコーディネーター　　GISアドバイザー
• GISマネージャー　　GISプログラマー
• GISコンサルタント　GISアナリスト
• GISプログラマー　　GISテクニシャン

GISを利活用すればするほどキャリアに繋がる資格制度

働くことがキャリアに繋がる資格制度

GIS技術、経験者の社会的地位の向上に繋がる資格制度

有効期限のある技術資格（5年間）　教育･実務･社会貢献が必要



GIS関連の技術資格に関する動向(例)

• 地理情報システム学会ビジネスGIS分科会
– ビジネスGISコーディネータ

• 土地改良測量設計協会
– 農業農村地理情報システム技士

• 全国地質調査業協会連合会
– 地質情報管理士

• 日本測量協会
–空間情報総括監理技術者
–測量専門技術認定、ＧＩＳ（1級、2級）認定技術者

• 日本地理学会（学生の資格）
– GIS学術士，GIS専門学術士

GIS技術資格認定局スライド引用



GISP（GIS上級技術者）民間技術者･大学教員･公務員が対象

GIS専門学術士

GIS学術士

大学のカリキュラ
ムコースの認定

例:社会調査士

(日本社会学会）

大学生対象

教育ポイントとして加算

既成の資格のポ
イント化

GIS専門技術者認定制度



3、まとめ
　地理空間情報活用推進基本法は、NSDI法であるため、
電子政府･電子自治体の電子国土の基盤に関する基本を
きめていることを理解し、データ、組織、人材に関する広い
視点から基本計画を策定する必要がある。

• 地理空間情報活用推進基本法のもとに基盤地図
情報整備が自治体の一つの業務として実施する
体制が必要

• 地理空間情報活用推進基本法のもとに地方自治
体でGISを利活用できる人材育成が必要

• GIS技術資格制度を地方自治体のキャリア管理
に導入することも必要
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